
○静岡県警察職員の任用に関する訓令 

(昭和 43 年１月 24 日静岡県警察本部訓令第１号) 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この訓令は、警視以下の警察官及び警察行政職員（以下「職員」という。）

の採用、昇任等について必要な事項を定めることを目的とする。 

(準拠) 

第２条 職員の任用については、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）及び職員

の任用に関する規則（昭和 35 年県人委規則６－６）によるほか、この訓令の定め

るところによる。 

第２章 採用 

第１節 警察官の採用 

(採用の方法) 

第３条 警察官の採用は、静岡県警察官採用試験に合格した者のうちから、巡査とし

て採用する。ただし、次の各号の一に該当するときは、選考によりその者の経歴に

相当する階級以下で採用することができる。 

(1) 現に警察庁の警察官（皇宮護衛官を含む。）又は他の都道府県警察の警察官

である者を採用するとき。 

(2) かつて警察官であつた者を採用するとき。 

(3) 人事委員会が競争試験によることが適当でないと認めた職に採用するとき。 

(採用の要件) 

第４条 前条本文の規定により警察官として採用する者は、身体強健で十分その職務

を遂行し得る能力があり、身体審査の結果警察官として支障のない者でなければな

らない。 

(特別採用者の要件) 

第５条 第３条第１号の規定により採用する警察官は、次の各号に掲げる要件を満た

した者でなければならない。 

(1) 現に勤務する所轄庁の長から推薦があること。 

(2) 勤務成績が良好であり、身体強健で警察官として十分職務を遂行し得る能力

があること。 

２ 第３条第２号の規定により採用する警察官は、次の各号に掲げる要件を満たした

者でなければならない。 

(1) 懲戒免職、その他非行によつて退職したものでないこと。 

(2) 在職当時の勤務成績が良好であり、かつ第４条の要件を備えていること。 

第２節 警察行政職員の採用 

(採用の方法) 



第６条 警察行政職員は、静岡県職員採用試験に合格した者のうちから採用する。た

だし、人事委員会が選考によることを認めた職に採用するときは、選考によること

ができる。 

(採用の要件) 

第７条 前条本文の規定により警察行政職員を採用するときは、面接、身体検査及び

身上審査を実施して、警察行政職員として支障のない者を採用する。 

２ 前条ただし書の規定により警察行政職員を採用するときは、前項によるほかその

職に必要な資格、経歴又はその職務に従事する能力を有する者でなければならな

い。 

第３節 条件付採用 

(条件付採用期間中の職員の取扱い) 

第８条 本部長は、条件付採用期間中の職員が、職務の適格性を欠くとき、又は勤務

状態若しくは健康状態が良好でないとき等は、その職員を免職し、又は降任するこ

とができることとし、その取扱いについては別に定める。 

第９条 削除 

第３章 昇任 

第１節 警察官の昇任 

(各階級等への昇任) 

第 10 条 警察官の警視への昇任は、人事評価（地方公務員法第６条第１項に規定す

る人事評価をいう。以下同じ。）その他の能力の実証に基づいて本部長が行うもの

とする。 

２ 警察官の警部、警部補及び巡査部長への昇任は、昇任試験又は選考（以下「昇任

試験等」という。）による。 

(昇任の特例) 

第 11 条 次の各号の一に該当するときは、選考により警部、警部補又は巡査部長に

昇任させることができる。 

(1) 生命を賭して、職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態

となつたとき。 

(2) 公務上の負傷又は疾病により危篤となり、又は著しい障害の状態となつたと

き。 

(3) 20 年以上、良好な成績で勤続して退職するとき。 

(4) (1)から(3)までに規定する場合のほか、本部長が必要と認めるとき。 

２ 前項第１号又は第２号に該当するときは、２階級上位の階級まで、昇任させるこ

とができる。 

(昇任試験等の区分) 



第 12 条 昇任試験等の区分は、昇任試験にあつては一般試験及び専門試験とし、選

考にあつては選抜試験、選考試験及び人事記録その他書面による選考とする。 

２ 昇任試験等の各級別の受験資格、試験科目等は、次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 一般試験実施基準（別表１） 

(2) 専門試験実施基準（別表２） 

(3) 選抜試験実施基準（別表３） 

(4) 選考試験実施基準（別表４） 

３ 試験実施期日、試験の方法等については、その都度本部長が定める。 

(昇任管理委員会) 

第 13 条 昇任試験等を適正かつ公正に実施するため、県本部及び各所属に次の各号

に定める昇任管理委員会を置く。 

(1) 静岡県警察本部昇任管理委員会（以下「本部昇任管理委員会」という。） 

(2) 各部（サイバー対策本部を含む。以下同じ。）名を冠した昇任管理委員会

（以下「各部昇任管理委員会」という。） 

(3) 各所属名を冠した昇任管理委員会（以下「各所属昇任管理委員会」とい

う。） 

２ 各昇任管理委員会の構成は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 本部昇任管理委員会の委員長には本部長を、副委員長には警務部長を、委員

には県本部の各部長（サイバー対策本部長を含む。以下同じ。）、首席監察官

及び警察学校長並びに警務課長をもつて充てる。 

(2) 各部昇任管理委員会の委員長には、当該部の部長を、副委員長には当該部の

庶務担当課長を、委員には当該部の所属長をもつて充てる。 

(3) 各所属昇任管理委員会の委員長には、当該所属の所属長を、副委員長には当

該所属の次席等を、委員には当該所属の警部（同相当職の警察行政職員を含

む。）以上の職員をもつて充てる。 

３ 本部昇任管理委員会の庶務は、県本部警務課において、また、各部昇任管理委員

会の庶務は、各部の庶務担当課において行う。 

(専門試験、選抜試験及び選考試験の受験者の決定) 

第 14 条 各所属昇任管理委員会は、選抜試験及び選考試験の受験適格者を選定し、

選抜試験受験適格者にあつては各部昇任管理委員会に、選考試験受験適格者にあつ

ては本部昇任管理委員会に推薦するものとする。なお、専門試験受験希望者にあつ

てはその適格性を審査し、適格性を有する者を本部昇任管理委員会に推薦するもの

とする。 

２ 各部昇任管理委員会は、各所属昇任管理委員会が推薦した受験適格者について実

務能力等の審査を行った上、本部昇任管理委員会に推薦するものとする。 



３ 本部昇任管理委員会は、各部昇任管理委員会及び各所属昇任管理委員会の推薦に

基づき専門試験、選抜試験及び選考試験の受験者を決定するものとする。 

(合格候補者の選定) 

第 15 条 本部昇任管理委員会は、昇任試験等を実施後速やかに合格候補者の選定を

行い、本部長に報告するものとする。 

(合格者の決定等) 

第 16 条 本部長は、前条の報告に基づき、昇任試験等の合格者を決定し、速やかに

本人に通知するものとする。 

２ 昇任試験等の合格者には、合格証（様式第２号）を交付する。ただし、本部長が

合格証を交付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。 

第２節 警察行政職員の昇任 

(昇任の原則) 

第 17 条 警察行政職員の昇任は、人事評価及び筆記試験、面接その他の能力の実証

のために本部長が必要と認める審査（以下「昇任審査」という。）の結果によるも

のとする。 

(昇任審査委員会) 

第 18 条 昇任審査を行なうため、本部長が必要と認めるときは、県本部に静岡県警

察警察行政職員昇任審査委員会（以下「昇任審査委員会」という。）を置くことが

できる。 

２ 委員長には本部長を、委員には県本部の各部長、首席監察官及び警察学校長並び

に警務課長をもつて充てる。 

３ 昇任審査委員会は、昇任審査を実施後速やかに合格候補者の選定を行い、本部長

に報告するものとする。 

４ 昇任審査委員会の庶務は、県本部警務課において行う。 

(昇任の方法) 

第 19 条 警察行政職員の昇任は警察行政職員昇任審査基準（別表５）に基づいて本

部長が行う。 

第 20 条 削除 

(合格者の決定等) 

第 21 条 本部長は、昇任審査の合格者を決定し、速やかに本人に通知するものとす

る。 

第 22 条 削除 

第４章 降任 

(願い出による降任) 

第 23 条 本部長は、職員が自ら降任を願い出たときは、別に定めるところにより降

任させることができる。 



第５章 補則 

(辞職等の上申手続) 

第 24 条 所属長は、職員が辞職を願い出たときは、その事実を調査し速やかに「職

員の辞職について（副申）」（様式第３号）により本部長に上申しなければならな

い。 

２ 所属長は、職員が死亡したときは、死亡の日時、場所及び原因等を本部長に速報

するとともに「職員の死亡について（報告）」（様式第４号）により報告しなけれ

ばならない。 

(人事異動通知書) 

第 25 条 職員の任用に当たつては、人事異動通知書（様式第５号）を用いて行う。

ただし、本部長が人事異動通知書を交付する必要がないと認めるときは、これを省

略することができる。 

２ 所属長が行う職員の分掌配置に当たつては前項の規定を準用する。 

３ 人事異動通知書の記載要領は、別に定める。 

附 則 

１ この訓令は、昭和 43 年１月 24 日から施行する。 

２ 静岡県警察官昇任試験規程（昭和 30 年県本部訓令第 11 号）、辞令様式の内規制

定について（昭和 32 年警人第 353 号）、特殊勤務者等の特別昇任選考要領（昭和

35 年警人第 614 号）、主任の職への昇任手続等について（昭和 41 年甲通達警第 11

号）、警察官昇任試験実施要綱制定について（昭和 42 年甲通達警第４号）及び巡

査長辞令様式について（昭和 42 年甲通達警第 42 号）は廃止する。 

附 則(昭和 43 年８月 17 日県本部訓令第 23 号) 

この訓令は、昭和 44 年１月１日から施行する。 

附 則(昭和 45 年 10 月 12 日県本部訓令第 14 号) 

この訓令は、昭和 45 年 10 月 12 日から施行する。 

附 則(昭和 47 年６月１日県本部訓令第８号) 

この訓令は、昭和 47 年６月１日から施行する。 

附 則(昭和 48 年７月 16 日県本部訓令第 17 号) 

この訓令は、昭和 48 年７月 16 日から施行する。 

附 則(昭和 50 年４月 19 日県本部訓令第８号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 



附 則(昭和 50 年 11 月 27 日県本部訓令第 15 号) 

この訓令は、昭和 50 年 12 月１日から施行する。 

附 則(昭和 52 年３月 12 日県本部訓令第４号) 

この訓令は、昭和 52 年３月 22 日から施行する。 

附 則(昭和 52 年 11 月 12 日県本部訓令第 23 号) 

この訓令は、昭和 52 年 12 月１日から施行する。 

附 則(昭和 57 年５月 20 日県本部訓令第６号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 57 年９月 29 日県本部訓令第７号) 

この訓令は、昭和 57 年 10 月１日から施行する。 

附 則(平成４年５月７日県本部訓令第 16 号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成５年３月 19 日県本部訓令第 13 号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成７年 12 月 11 日県本部訓令第 28 号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 10 年１月８日県本部訓令第１号) 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 平成 14 年３月 31 日までの間は、一般試験における警部補昇任試験の受験資格の

勤務年数等の基準は、別表１の規定にかかわらず、３年とする。 

附 則(平成 11 年９月１日県本部訓令第 20 号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14 年６月 18 日県本部訓令第 18 号) 

この訓令は、平成 14 年６月 18 日から施行する。 

附 則(平成 18 年５月 26 日県本部訓令第 22 号) 

この訓令は、平成 18 年５月 26 日から施行する。 



附 則(平成 19 年３月 27 日県本部訓令第 16 号) 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 19 年 10 月 30 日県本部訓令第 47 号) 

この訓令は、平成 19 年 10 月 30 日から施行する。 

附 則(平成 23 年３月８日県本部訓令第７号) 

この訓令は、平成 23 年３月 17 日から施行する。 

附 則(平成 23 年４月 27 日県本部訓令第 21 号) 

この訓令は、平成 23 年４月 27 日から施行する。 

附 則(平成 23 年７月 12 日県本部訓令第 24 号) 

この訓令は、平成 23 年７月 12 日から施行する。 

附 則(平成 24 年４月 19 日県本部訓令第 10 号) 

この訓令は、平成 24 年４月 19 日から施行する。 

附 則(平成 25 年４月 26 日県本部訓令第 21 号) 

この訓令は、平成 25 年４月 26 日から施行する。 

附 則(平成 25 年９月 30 日県本部訓令第 35 号) 

この訓令は、平成 25 年９月 30 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 12 月 18 日県本部訓令第 42 号) 

この訓令は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 29 年３月 21 日県本部訓令第 11 号) 

この訓令は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 29 年 10 月 16 日県本部訓令第 23 号) 

この訓令は、平成 30 年１月１日から施行する。 

附 則(平成 30 年 10 月 31 日県本部訓令第 15 号) 

この訓令は、平成 30 年 10 月 31 日から施行する。 

附 則(令和２年３月 27 日県本部訓令第９号) 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



附 則(令和７年３月 27 日県本部訓令第 12 号) 

この訓令は、令和７年３月 28 日から施行する。 

別表１(第 12 条関係) 

一般試験実施基準 

階級 巡査部長 警部補 警部 

受験

資格 

勤

務

年

数

等 

 試験実施の日におい

て、巡査として４年（大

学卒業者は２年）以上の

勤務年数を有する者 

 試験実施の

日において、

巡査部長とし

て４年（大学

卒業者は２

年）以上の勤

務年数を有す

る者 

 試験実施の日において、警

部補として４年以上の勤務年

数を有する者 

術

技 

 柔道又は剣道のいずれ

かが１級以上で、かつ、

拳銃、救急法、逮捕術及

び鑑識の技能検定の級位

が初級以上の者 

左同 左同 

健

康

度 

 静岡県警察職員安全衛

生管理に関する訓令に定

める健康管理区分Ａ又は

Ｂの指定を受けていない

者 

左同 左同 

賞

罰 

 試験実施の日から起算

して前１年以内に減給以

上の懲戒処分を受けたこ

とのない者 

左同 左同 

試

験

内

容

等 

予備

試験 

 諸法令、警察実務、社

会常識について択一式の

試験（50 問、120 分）を

行う。ただし、前回の一

般試験の一次試験に合格

した者又は昇任管理委員

長が特に認めた者につい

ては、受験を免除する。 

左同 

 諸法令、警察実務、社会常

識について択一式又は短答式

の試験を行う。ただし、前回

の一般試験の一次試験に合格

した者又は昇任管理委員長が

特に認めた者については、受

験を免除する。 

一

次

試

験 

筆

記 

１、憲法、警察行政法 

左同 

１、憲法、警察行政法 

  100 点 40 分   100 点 50 分 

２、刑法、刑事訴訟法 ２、刑法、刑事訴訟法 

  100 点 50 分   100 点 50 分 

３、総務・警務一般 ３、総務・警務一般 

  100 点 40 分   100 点 50 分 



４、地域警察 ４、地域警察 

  100 点 40 分   100 点 50 分 

５、生活安全警察 ５、論文 

  100 点 40 分   100 点 

 

６、刑事警察 ６、選択科目 

  100 点 40 分   200 点 100 分 

７、交通警察   

生活安全警

察 

 

２科目選

択 

  100 点 40 分   刑事警察 

８、警備警察   交通警察 

  100 点 40 分   警備警察 

計 800 点 40 分   計 700 点 

  ５時間 30 分   ５時間 50 分 

二

次

試

験 

口

述 

 人物及び能力を評定す

る。 

左同 左同 

術

科 

 礼式、点検、教練、警

備指揮要領、逮捕術 

左同 

 礼式、点検、教練、警備指

揮要領 

合否の判

定 

 試験の成績及び平素の

勤務成績を総合して行

う。 

左同 左同 

                        

備考  

１ この表において「試験実施の日」とは、予備試験実施の日又は本部昇任管

理委員長が特に日を定めたときはその日をいう。 

２ 勤務年数の算定には、休職及び停職の期間は含まない。 

３ 「大学卒業者」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に定める大学

を卒業した者（短期大学卒業者を除く。）及びこれと同等以上の資格を有す

ると本部昇任管理委員長が認めた者をいう。 

 

 

 

 

 

 



 

別表２(第 12 条関係) 

専門試験実施基準 

階級 巡査部長 警部補 警部 

受験

資格 

勤

務

年

数

等 

 試験実施の日において、

巡査として 12 年（大学卒

業者は８年）以上の勤務年

数を有し、所属の昇任管理

委員会が高度な専門的実務

能力を有すると認め推薦し

た者 

 試験実施の日に

おいて、巡査部長

として８年以上の

勤務年数を有し、

所属の昇任管理委

員会が高度な専門

的実務能力を有す

ると認め推薦した

者 

 試験実施の日におい

て、警部補として８年

以上の勤務年数を有

し、所属の昇任管理委

員会が高度な専門的実

務能力を有すると認め

推薦した者 

術

技 

 柔道又は剣道のいずれか

が２級以上で、かつ、拳

銃、救急法、逮捕術及び鑑

識の技能検定の級位が初級

以上の者 

左同 左同 

健

康

度 

 静岡県警察職員安全衛生

管理に関する訓令に定める

健康管理区分Ａ又はＢの指

定を受けていない者 

左同 左同 

賞

罰 

 試験実施の日から起算し

て前１年以内に減給以上の

懲戒処分を受けたことのな

い者 

左同 左同 

試

験

内

容

等 

一

次

試

験 

筆

記 

１、刑法・刑事訴訟法 

左同 

１、刑法・刑事訴訟法 

  

100

点 

50 分   

100

点 

50 分 

２、総務・警務一般 ２、総務・警務一般 

  

100

点 

40 分   

100

点 

50 分 

３、選択科目 ３、選択科目 

  

200

点 

90 分   

200

点 

90 分 

  

生活安全

警察 

  

１科目

選択 

  

生活安

全警察 

  

１科目

選択 

  地域警察     

地域警

察 

  

  刑事警察     

刑事警

察 

  



  交通警察     

交通警

察 

  

  警備警察     

警備警

察 

  

  計 400 点   計 400 点 

  ３時間 00 分   ３時間 10 分 

二

次

試

験 

口

述 

 人物及び能力を評定す

る。 

左同 左同 

術

科 

 礼式、点検、教練、警備

指揮要領、逮捕術 

左同 

 礼式、点検、教練、

警備指揮要領 

合否の判

定 

 試験の成績及び平素の勤

務成績を総合して行う。 

左同 左同 

備考  

１ この表において「試験実施の日」とは、本部昇任管理委員長が指定する日

をいう。 

２ 勤務年数の算定には、休職及び停職の期間は含まない。 

３ 「大学卒業者」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に定める大学

を卒業した者（短期大学卒業者を除く。）及びこれと同等以上の資格を有す

ると本部昇任管理委員長が認めた者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表３(第 12 条関係) 

選抜試験実施基準 

階級 巡査部長 警部補 警部 

受

験

資

格 

勤

務

年

数

等 

 試験実施の日におい

て、巡査として４年（大

学卒業者は２年）以上の

勤務年数を有する勤務成

績優秀者で、かつ、専門

的実務能力が極めて高い

者で、所属の昇任管理委

員会から推薦された者又

は本部長が特に認める者 

 試験実施の日にお

いて、巡査部長とし

て４年（大学卒業者

は２年）以上の勤務

年数を有する勤務成

績優秀者で、かつ、

専門的実務能力が極

めて高い者で、所属

の昇任管理委員会か

ら推薦された者又は

本部長が特に認める

者 

 試験実施の日において、

警部補として４年以上の勤

務年数を有する勤務成績優

秀者で、かつ、専門的実務

能力が極めて高い者で、所

属の昇任管理委員会から推

薦された者又は本部長が特

に認める者 

術

技 

 柔道又は剣道のいずれ

かが２級以上で、かつ、

拳銃、救急法、逮捕術及

び鑑識の技能検定の級位

が初級以上の者 

左同 左同 

健

康

度 

 静岡県警察職員安全衛

生管理に関する訓令に定

める健康管理区分Ａ又は

Ｂの指定を受けていない

者 

左同 左同 

賞

罰 

 試験実施の日から起算

して前１年以内に減給以

上の懲戒処分を受けたこ

とのない者 

左同 左同 

試

験

内

容

等 

筆

記 

  

総務警務

警察 

 

  

左同 

１ 選択科目 

 

  

  

生活安全

警察 

    

総務・警務

警察 

  

  地域警察 

１科目

選択 

  

生活安全警

察 

  

  刑事警察 90 分   地域警察 

１科目

選択 

  交通警察     刑事警察 90 分 

  警備警察     交通警察   

    警備警察   



２ 課題論文 90 分 

口

述 

 人物及び能力を評定す

る。 

左同 左同 

合否

の判

定 

 試験の成績及び平素の

勤務成績を総合して行

う。 

左同 左同 

備考  

１ この表において「試験実施の日」とは、本部昇任管理委員長が指定する日

をいう。 

２ 勤務年数の算定には、休職及び停職の期間は含まない。 

３ 「大学卒業者」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に定める大学

を卒業した者（短期大学卒業者を除く。）及びこれと同等以上の資格を有す

ると本部昇任管理委員長が認めた者をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表４(第 12 条関係) 

選考試験実施基準 

階級 巡査部長 警部補 警部 

受

験

資

格 

勤

務

年

数

等 

 試験実施の日において

巡査として 20 年（大学卒

業者は 16 年）以上の勤務

年数を有し、かつ、試験

実施の日の属する年度の

翌年度の４月１日におい

て年齢 40 歳以上の勤務成

績が良好な精勤者で、所

属の昇任管理委員会から

推薦された者 

 試験実施の日におい

て巡査部長として 10 年

以上の勤務年数を有

し、かつ、試験実施の

日の属する年度の翌年

度の４月１日において

年齢 50 歳以上の勤務成

績が良好な精勤者で、

所属の昇任管理委員会

から推薦された者 

 試験実施の日におい

て警部補として 10 年以

上の勤務年数を有し、

かつ、試験実施の日の

属する年度の翌年度の

４月１日において年齢 5

5 歳以上の勤務成績が良

好な精勤者で、所属の

昇任管理委員会から推

薦された者 

術

技 

 柔道又は剣道のいずれ

かが２級以上で、かつ、

拳銃、救急法、逮捕術及

び鑑識の技能検定の級位

が初級以上の者 

左同 左同 

健

康

度 

 静岡県警察職員安全衛

生管理に関する訓令に定

める健康管理区分Ａの指

定を受けていない者 

左同 左同 

賞

罰 

 試験実施の日から起算

して前１年以内に減給以

上の懲戒処分を受けたこ

とのない者 

左同 左同 

試

験

内

容

等 

筆

記 

 課題論文 90 分 左同 左同 

口

述 

 人物及び能力を評定す

る。 

左同 左同 

合否

の判

定 

 試験の成績及び平素の

勤務成績を総合して行

う。 

左同 左同 

備考  

１ この表において「試験実施の日」とは、本部昇任管理委員長が指定する日

をいう。 

２ 勤務年数の算定には、休職及び停職の期間は含まない。 



３ 「大学卒業者」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に定める大学

を卒業した者（短期大学卒業者を除く。）及びこれと同等以上の資格を有す

ると本部昇任管理委員長が認めた者をいう。 

別表５(第 19 条関係) 

警察行政職員昇任審査基準 

職名 主任等 係長等 課長補佐等 管理官等 

条件 

昇任

審査

を受

ける

資格 

経

験

年

数

等 

(1)  基準日におい

て、警察行政職

員として次の勤

務年数を有する

こと。 

大学院博士課程

修了者 １年 

大学院修士課程

修了者 ２年 

大学卒 ４年 

短大卒 ６年 

その他 ８年 

(1)  主任等と

して５年以

上の勤務年

数を有する

こと。 

(1)  係長等と

して５年以

上の勤務年

数を有する

こと。 

(1)  課長補佐等

として５年以

上の勤務年数

を有するこ

と。 

(2)  上記(1)と同

等の資格を有す

ると本部長が認

める者 

(2)  上記(1)と

同等の資格

を有すると

本部長が認

める者 

(2)  上記(1)と

同等の資格

を有すると

本部長が認

める者 

(2)  上記(1)と

同等の資格を

有すると本部

長が認める者 

(1)  上記勤務年数について、勤務成績の特に優秀な者は、２割を短縮

することができる。 

(2)  基準日は、本部長が別に定める。 

(3)  係長等以上の経験年数等は、実情により本部長が別に定めること

ができる。 

健

康

度 

 静岡県警察職員安全衛生管理に関する訓令に定める管理区分「Ａ」又

は「Ｂ」に該当しない者 

賞

罰 

 昇任審査の日から起算し、前１年以内に減給以上の懲戒処分を受けた

ことのない者 

昇任審査

の方法 

 必要により筆記試験、面接等を行う。 

備考  

１ 昇任審査に当たっては、学歴、資格、勤務成績及び前歴を考慮する。 

２ 期間の計算は日をもってし、中断のあるものは実勤務時間を合算する。 



３ 単純労務職員のうち、自動車運転手、汽缶士（ボイラー技士）、自動車整

備士、電話交換手、船長及び機関長の昇任審査については、実情により本部

長がその都度定める。 


